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宮城県大崎合同庁舎食堂運営業務仕様書（案） 

 

宮城県（以下「発注者」という。）が実施する「宮城県大崎合同庁舎食堂運営業務（以下「契約

業務」）という」の実施について、事業実施者（以下「受注者」という。）は、本仕様書により契約

業務を実施するものとする。 

 

第 1 実施目的 

   職員等の福利厚生施設として宮城県大崎合同庁舎食堂（以下「食堂」という。）を運営するこ

とで、職員の職場環境等の魅力度及び福利厚生の向上と、職員及び来庁者等の満足度が向上する

ことを目的とし、食堂において県職員及び来庁者等に食事及び飲料等を提供・販売するもの。 

 

第 2 契約期間 

   令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31 日までの 5年間とする。 

なお、現行受託事業者との契約期間が令和 8年 3月 31 日までであるため、出店準備は現行受

託事業者の店舗撤去完了以降に行うものとし、本件募集・選定に係る食堂運営業務の契約満了に

伴う店舗の撤去に要する期間は、契約期間に含むものとし、いずれも事前に県と協議すること｡ 

 

第 3 施設概要 

所 在 地 等 宮城県大崎市古川旭 4-1-1 

建 物 名 宮城県大崎合同庁舎 

竣 工 年 月 平成 10 年 1 月 

床 面 積 約 202 ㎡（厨房･倉庫･休憩室を含む） 

利 用 者 県職員及び来庁者等 

※ 食堂平面図、設備・備品については、別添のとおり。 

※ なお、庁舎内１階に無人決済コンビニの年度内設置導入について検討中。 

 

第 4 契約業務の内容等 

 1 契約業務の内容 

  食堂において、県職員及び来庁者等の食堂来店者に食事･飲料等を提供･販売する業務｡ 

 2 契約の取消又は変更等 

(1) 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を取消し、又は変更することができ

る｡ 

  ア 受注者が 3の｢使用上の責任及び制限｣に違反したとき｡ 

  イ 受注者が｢宮城県大崎合同庁舎食堂運営業務企画提案募集要領｣第 2の｢応募資格要件｣を満

たさなくなったとき｡ 

  ウ 発注者が公用又は公共用に供するため、食堂施設を必要とするとき｡ 

エ 受注者が銀行の取引停止又は破産の宣告を受けたとき｡ 

オ 受注者が契約業務を取り扱うことが不適当と認められる明らかな事由があるとき｡ 
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(2) 受注者は、契約が取消されたとき又は契約期間が満了したときは、自己の負担で、発注者の

指定する期日までに、食堂を現状に回復して返還すること｡この場合、受注者は発注者に対し

一切の補償を請求することはできない｡ 

 (3) 受注者が上記原状回復義務を履行しないときには、発注者は、受注者の負担においてこれを

行う｡ 

(4) 受注者が設置した器具･備品等については、退去時に撤去すること｡ 

3 使用上の責任及び制限 

(1) 受注者は、善良な管理者の注意をもって施設並びに施設に付属する設備及び備品（以下、｢施

設等｣という｡）を管理しなければならない｡ 

(2) 受注者は、施設等を使用するに当たり、庁舎管理規則及びその他の関係法令を遵守するとと

もに、事故発生の予防に留意しなければならない｡ 

 (3) 受注者は、施設に勤務する従業員の身元保証、健康管理、就業及び衛生管理について、関係

法令等を遵守し、事故発生の予防に努めなければならない｡ 

 (4) 発注者は、大規模災害時や営業時間外に施設等を一時的に使用する必要が生じた場合は、受

注者に協議するものとする｡ 

(5) 受注者は、施設等を指定する用途以外に供してはならない｡ 

(6) 受注者は、閉店後の防犯対策を自らの責任で講じること｡ 

(7) 受注者は、｢第 7 厨房関連機器明細｣に掲げるものを使用することができる｡また、テーブル・

イス等は、県のものを使用すること｡ 

(8) 厨房内調理器具及び食器什器類は、受注者の負担により準備すること｡ 

4 契約業務に係る経費 

(1) 食堂の運営や専門設備等の使用に係る一切の経費（人件費、仕入原価）は、受注者の負担と

する｡ 

 (2) 受注者は、食堂において使用する光熱水費（冷暖房費を含む｡）及び電話使用料等を負担する

ものとする｡支払方法については、明細書とともに送付される発注者からの請求書に基づき、受

注者が直接支払うものとする｡ 

 (3) 土地及び建物の貸付料は無償とする｡ 

(4) 契約料として、受注者から発注者への支払いが発生する場合については、毎月の支払いとし、

毎月当初に発注者から送付される納入通知書により支払うものとする｡ 

 5 施設等の修繕及びその負担 

(1) 受注者は、開店準備にあたり、必要に応じ提案した企画提案内容に基づき、自らの責任と負

担において、必要な工事を行うことができる｡ 

(2) 修繕、模様替え及び施設工事等（(1)を含む｡）を行う場合は、工事開始前に、発注者と設計

及び施工の協議を行った上、発注者の承諾を得ること｡発注者は工事終了後、適正履行確認の検

査を行う｡この検査に合格した後に、工事が完成したものとする｡ 

(3) 施設等に設置している設備･備品等（｢厨房関連機器明細（別添）｣のとおり）は、現状のまま

貸与することとし、経年劣化や機器破損等が生じた場合は、受注者の負担により、修繕、備品

の入替え、又は工事を実施すること｡ 
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(4) 受注者が修繕工事により設置又は撤去した設備等については、受注者が自らの負担と責任に

おいて、維持管理及び処分等を行うこと｡ 

(5) 設備･備品等で発注者が設置しているもの以外に必要なものがある場合は、事前に発注者の

確認を受けた上で、受注者の負担で用意すること｡ 

(6) その他、修繕の費用負担について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること｡ 

6 廃棄物の処理 

(1) 食堂から発生する全ての廃棄物の回収処理は、受注者の責任で行い、処理費用も受注者の負

担とする｡ 

(2) 廃棄物の保管に関しては、発注者の指定する場所を使用しなければならない｡ 

 

第 5 営業条件等 

 1 使用用途の指定 

  本物件は、食堂として利用するものとし、次の｢3 営業条件｣を遵守すること｡ 

2 使用用途以外の利用 

  指定した用途以外に本物件を使用することは認めない｡ 

3 営業条件 

事   項 条  件  等 

営業日･営業時間 営業ができる時間は、合同庁舎の開庁日の午前 11時から午後 2時

までの間 

合同庁舎の開庁時間は下記の閉庁日を除く 8 時 30 分から 17 時 15

分まで 

･土曜日･日曜日、祝日 

･12 月 29 日～31 日、1月 1日～3日 

開庁日の開庁時間以外は、一般の立ち入りはできない｡ 

メニュー 一任する｡ 

価  格 メニューの価格設定及び変更については、発注者と協議の上、決定

すること｡ 

調理方法 一任する｡ 

精算･決済方法 一任する｡(現金、クレジットカード、2次元コード及びみやぎポイ

ント※等によるキャッシュレス決済等) 

食事提供方法 一任する｡ 

 

その他 

 

 

 

･受注者は、接客態度等に配慮しサービスの提供を行うとともに、

利用者の要望について最大限配慮すること。 

･食品に含まれるアレルギー物質について表示すること。 

･各メニューの栄養成分を表示すること。 

･酒類の販売･提供はできない｡ 

   ※ ｢みやぎポイント｣とは、スマートフォンで稼働するデジタル身分証アプリ「ポケットサイ
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ン」上で使えるポイントで、利用者が｢みやぎポイント｣アプリで店舗に掲示された 2次元

コードを読み取り、利用ポイント数を入力して利用するもの｡詳細は県ホームページ

（URL:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/miyapo.html）を参照すること｡ 

4 法令遵守等 

 (1) 食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請･届出等について

は、すべて受注者の責任と負担で実施すること｡ 

(2) 食堂の運営にあたり、配置が必要な資格者（食品衛生責任者･栄養士･調理師等）は、すべて

受注者の責任と負担で対応すること｡ 

(3) 受注者は、食堂における衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の問題について

は、すべて受注者の負担と責任において対処すること｡ 

5 施設等の管理に係る清掃･点検等の実施及び協力 

(1)  受注者が実施する清掃点検等 

    次の清掃･点検等を受注者の負担と責任で実施すること｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 清掃･点検等を実施する際には、あらかじめ発注者と実施時期等について協議すること｡

(2) 発注者が実施する法定点検等 

    発注者は以下の点検等について実施する｡ 

 

 

 

施設等の管理項目 頻度(予定) 

 

施 

 

設 

生ごみ・塵芥処理 毎日 

フロア清掃・厨房清掃 毎日 

フロアのワックス掛・剥離 3 ヶ月 1回以上･3 年に 1度 

配水管掃除 年 1回以上 

グリストラップ掃除 毎日 

害虫駆除（防虫・防鼠対策） 年 2回以上 

衛

生 

食品衛生法関係の許可届出等 必要に応じて 

健康診断及び特定業務従事者健康診断 関係法令による 

施設等の管理項目 頻度(予定) 

電

気 

消防用設備点検 年 2回実施 

絶縁 年 1回実施 

機

械 

法定ガス点検 3 年に 1回実施 

水質検査 年 2回実施 

そ

の

他 

建築物法定点検（建築・電気・機械） 年 1回実施 

消防訓練（通報訓練・避難誘導訓練等） 年 1回以上実施 

消防の査察 消防署による数年毎実施 

衛生器具水栓等の点検 半年に 1回実施 

空調機器点検 半年に 1回実施 

圧力容器法定点検 年 1回実施 

メータ検針 月 1回実施 
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(3) その他 

厨房以外では、ガス及び裸火は使用できない｡ 

6 委託等の制限 

   受注者は、本業務の一部若しくは全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない｡ 

 7 譲渡又は転貸の禁止 

 いかなる場合でも受注者は、契約書の条項に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転

貸し、質入れし、若しくは担保に供し、又は営業の名義貸し等をしてはならない｡ 

 8 搬入･搬出等 

受注者は、庁舎管理者等が定める規定を遵守し、食材、荷物、商品、廃棄物の搬入･搬出･運搬

等を行うこと｡ 

 9 損害賠償 

ア 受注者は、その責めに帰する理由により、県又は第三者（利用者を含む｡）に損害を与えたと

きは、全て自己の責任でその損害を賠償すること｡ 

イ 受注者は、利用者へ損害を与えた際に生じた賠償責任を補償する賠償責任保険に加入するも

のとし、保険証券の写しを発注者に提出すること｡また、保険を更新した場合も、速やかに保

険証券の写しを提出すること｡ 

 10 営業の報告 

ア 受注者は、毎月、提供食数及び売上状況等について、発注者が別途示す様式で翌月 10日まで

報告すること｡ 

  イ 受注者は、契約業務において事故があった場合には、速やかに発注者に報告すること｡ 

  ウ 連絡体制 

通常時及び緊急時の連絡体制並びに連絡先を発注者に報告すること｡発注者の通常時の連絡

先は次のとおり｡また、緊急時の連絡先は別途通知することとする｡ 

連絡先:総務部職員厚生課 企画管理班 

電 話:022-211-2241 

 11 研修計画 

受注者は、安心･安全で良質な食事を提供するために、契約業務等に携わる社員等の研修を定

期的に行うよう努めること｡ 

 12 情報の適正な管理 

受注者は、契約業務を通じて知り得た情報を契約業務以外に利用し、又は第三者に提供しては

ならない｡また、契約業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管

理のための措置を講じなければならない｡契約期間終了後もまた同様とする｡ 

 13 業務の履行に関する措置 

発注者は、契約業務を履行するに当たり、著しく不適当なことが認められたときは、受注者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求する｡ 

受注者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、発注者

の指示に従い、必要な措置を講ずるものとする｡ 
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14 契約期間終了時の契約業務等の引継ぎ 

受注者は、契約業務が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、発注者に対して円

滑な施設の引渡しを行わなければならない｡ 

 

第 6 留意事項  

 1 PR 等 

   庁舎内の広告（看板･案内表示等）の設置は、別途協議すること｡ 

2 禁煙 

   合同庁舎内は全面禁煙であること｡ 

 3 その他 

    この仕様書の定めのほか、事業の実施に関し疑義があるとき、または設備等の使用について疑

義が生じたときは、双方協議の上、解決すること｡ 

 

第 7 厨房関連機器明細及び配置図等 

  別添のとおり 
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